
広報こしがやお知らせ版　令和元年（2019年）11月号 2

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

　

災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
制

度
と
は
、
高
齢
の
方
や
障
が
い
の

あ
る
方
な
ど
、
災
害
時
に
支
援
を

必
要
と
す
る
方
（
災
害
時
要
援
護

者
）
に
対
し
て
、
近
所
の
方
を
は

じ
め
、
自
治
会
や
自
主
防
災
組
織

な
ど
地
域
の
皆
さ
ん
で
連
携
し
て

避
難
の
支
援
を
す
る
仕
組
み
の
こ

と
で
す
。

○
災
害
時
要
援
護
者
と
し
て
市
に

　
登
録
す
る

　

災
害
時
要
援
護
者
が
支
援
を
受

け
る
た
め
に
は
、
支
援
に
必
要
な

個
人
情
報
を
、
市
の
ほ
か
に
、
自

治
会
や
自
主
防
災
組
織
、
民
生
委

員
、
児
童
委
員
、
消
防
、
警
察
、

越
谷
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
提
供

す
る
こ
と
に
同
意
し
、
市
に
登
録

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
登
録
対

象
者
と
登
録
方
法
は
次
の
と
お
り

で
す
。

〈
登
録
対
象
者
〉　
市
内
在
住
で

災
害
時
に
自
力
で
の
避
難
が
困
難

な
た
め
支
援
を
必
要
と
す
る
①
〜

⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
７５
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し　

②

７５
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

　

③
要
介
護
認
定
区
分
３
〜
５
の

認
定
を
受
け
て
い
る　

④
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る　

⑤
そ
の
ほ
か
、
避
難

支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
て
い
る

〈
登
録
方
法
〉　
市
役
所
、
地
区

セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

で
配
布
す
る
「
災
害
時
要
援
護
者

登
録
申
請
書
兼
個
別
計
画
」
に
必

要
事
項
を
記
入
し
左
記
へ
。
①
〜

③
は
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
、
１８

歳
以
上
の
場
合
④
は
障
害
福
祉

課
、
１８
歳
未
満
の
場
合
④
は
子
育

て
支
援
課
、
⑤
は
危
機
管
理
課

＊
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
か
つ
④
に
該
当
す
る
方
は

障
害
福
祉
課
へ

＊
地
区
セ
ン
タ
ー
や
老
人
福
祉
セ

　

ン
タ
ー
で
は
申
請
書
の
預
か
り

　

の
み
を
行
い
ま
す

○
自
治
会
活
動
や
防
災
訓
練
に
参

　
加
す
る

　

こ
の
制
度
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

で
助
け
合
う
「
共
助
」
の
制
度
で

す
。
日
頃
か
ら
自
治
会
活
動
や
防

災
訓
練
に
参
加
し
、
地
域
で
の
交

流
を
深
め
、
顔
の
見
え
る
関
係
を

築
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
非
常

用
物
資
の
準
備
や
家
具
の
転
倒
防

止
な
ど
「
自
助
」
へ
の
取
り
組
み

も
お
願
い
し
ま
す
。

○
自
治
会
や
自
主
防
災
組
織
の
皆

　
さ
ん
へ

　

こ
の
支
援
に
は
、
自
治
会
や
自

主
防
災
組
織
を
中
心
に
地
域
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
自
治
会
や
自
主

防
災
組
織
の
皆
さ
ん
が
制
度
に
賛

同
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ

の
制
度
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
賛
同
を
お
願
い
し
ま
す
。

b
登
録
に
つ
い
て
…
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）
☎

９
６
３
＝
９
１
６
３
、
障
害
福
祉

課
（
第
三
庁
舎
１
階
）
☎
９
６
３

＝
９
１
６
４
、
子
育
て
支
援
課

（
第
二
庁
舎
２
階
）
☎
９
６
３
＝

９
１
７
２
、
制
度
に
つ
い
て
…
危

機
管
理
課
（
第
二
庁
舎
２
階
）
☎

９
６
３
＝
９
２
８
５

〜
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
制
度
に
登
録
し
よ
う
〜

い
ざ
と
い
う
と
き
高
齢
の
方
・

障
が
い
の
あ
る
方
を
地
域
で
支
え
る

制度の概要

●避難支援者（隣近所の方など）
●自治会・自主防災組織
●民生委員・児童委員

支援を希望される方
（高齢の方・障がいのある方など）

市役所

日ごろの見守り
災害時の避難支援
災害時の安否確認

情報の提供

地域の助け合いが大切！

地　域

申請書の提出申請書の提出

❶

❷

❸

　

空
き
家
が
原
因
で
近
隣
や
付
近
を

通
行
す
る
方
に
被
害
が
生
じ
た
場

合
、
所
有
者
や
管
理
者
の
責
任
と
な

り
、
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

　

問
題
が
発
生
す
る
前
に
、
住
宅
の

補
修
、
庭
の
除
草
や
樹
木
の
せ
ん
て

い
な
ど
定
期
的
に
手
入
れ
を
行
い
、

常
時
、
空
き
家
に
な
る
前
の
状
態
を

維
持
す
る
よ
う
適
正
な
管
理
に
努
め

て
く
だ
さ
い
。

　

空
き
家
に
な
る
原
因
の
約
６
割
が

相
続
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
将
来
、

建
物
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
引
き
継
ぐ

か
を
家
族
で
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と

で
、
空
き
家
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
相
続
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
市
で
は
、
専
門
家
に
よ
る
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

空
き
家
は
解
体
す
る
以
外
に
も
使

い
道
は
あ
り
ま
す
。
適
切
な
管
理
が

さ
れ
て
い
れ
ば
、
賃
貸
や
売
却
な
ど

に
よ
っ
て
資
産
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
建
物
が
傷
ま
な
い

う
ち
に
専
門
家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う

（
空
家
等
相
談
＝
１５
面
参
照
）
。

　

空
き
家
は
、
個
人
の
財
産
で
あ
り
、
「
空
家
等
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
で
は
、
所
有
者
等
の

責
務
と
し
て
空
き
家
等
の
適
切
な
管
理
に
努
め
る
よ
う

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成
３１
年
（
２
０
１
９
年
）
３
月
に
「
越

谷
市
空
家
等
対
策
計
画
」
を
策
定
し
、
空
き
家
の
適
正

管
理
対
策
、
予
防
対
策
、
活
用
・
流
通
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
よ
り
よ
い
地
域
を
つ
く
る
た
め
、
空
き

家
の
適
正
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

B
建
築
住
宅
課
☎
９
６
３
＝
９
２
３
５

放置放置
しない！しない！

責任を問
われる

ことがあ
ります

所有者等
が

このような状態で
ご近所の迷惑になっていませんか？

このような状態で
ご近所の迷惑になっていませんか？
空き家をそのまま放置していると・・・

庭木や雑草が生い茂り、お隣の日当たり
を悪くしたり、蚊や蜂などの害虫が発生
することがあります。

建物が傷み、屋根瓦が落下した
り、雨どいが外れたりして通行者
などにけがをさせてしまうことが
あります。

不法にごみを捨てられ
ることがあります。

不審者が侵入すること
があります。

考
え
よ
う
！ 

空
き
家
の
こ
と

考
え
よ
う
！ 

空
き
家
の
こ
と
空
き
家
は
適
切
な

管
理
が
必
要
で
す

空
き
家
に
な
ら
な
い
よ
う
に
予

防
し
ま
し
ょ
う

空
き
家
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

第
36
回
越
谷
市
・
桜
井
地
区
合
同

総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す

a
１２
月
８
日
㈰
、
午
前
９
時
〜
正

午
。
雨
天
決
行　

d
県
立
越
谷
北

高
等
学
校　

g
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト

訓
練
、
傷
病
者
搬
送
訓
練
、
倒
壊

物
除
去
訓
練
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復

旧
訓
練
、
国
民
保
護
訓
練
、
体
験

コ
ー
ナ
ー
な
ど

＊
当
日
午
前
８
時
３０
分
ご
ろ
、
防

災
行
政
無
線
で
桜
井
地
区
内
に

総
合
防
災
訓
練
の
開
始
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
雨
天
に
よ
り
体

育
館
で
実
施
す
る
場
合
は
、
７

時
３０
分
ご
ろ
に
防
災
行
政
無
線

で
お
知
ら
せ
し
ま
す

＊
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
使
用
し
た
訓

練
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
騒
音

等
に
よ
り
近
隣
の
皆
さ
ん
に
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
訓

練
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

b
危
機
管
理
課
☎
９
６
３
＝
９
２

８
５

空
き
家
の
適
正
管
理
に
努
め
ま

し
ょ
う

市の空家対策
ホームページ

昨年度の総合防災訓練の様子


